
労 働 災 害 総 合 保 険
この保険は、一般社団法人 情報サービス産業協会が保険契約者となる団体契約です。

保険期間　平成27年2月1日午後4時 ～ 平成28年2月1日午後4時
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特 長
JISA会員様のための制度

政府労災保険の上乗せ
補償制度
政府労災保険等の給付がなされた場合、その
給付金の上乗せとして保険金をお支払いし
ます。

（平成26年11月現在）
この「税法上の取扱い」は今後の税制改正
によって変更となる場合がありますのでご
注意ください。

※割引率は保険料および過去の損害率により変動します。
このため加入状況および保険金のお支払い状況により
翌年度の割引率が変更となる場合があります。

従業員様のお名前を特定する必要はあり
ません。

使用者賠償責任保険も
ラインナップ

割安な保険料

優良割引40％優良割引40％

無記名方式

保険料は全額損金処理可能

政府労災保険等政府労災保険等

法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険

使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険

補
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体
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労災保険上乗せ補償制度

※



補償イメージ全体図
政府労災保険の対象となる従
業員の労働災害について、被災
従業員または遺族からの損害
賠償請求を受け、貴社が法律上
の損害賠償責任を負ったとき

死亡  後遺障害1級 後遺障害14級  休業

政府労災保険等政府労災保険等

法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険
（業務上災害、通勤災害）（休業損害）

使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険
（単独での加入もできます）

被保険者（保険契約によ
り補償を受けられる方を
いいます。以下同様とし
ます。）の被用者（被保険
者の従業員等で加入者証
に記載された方をいいま
す。以下同様とします。）
が業務上または通勤途上
の災害（注）によって身体に
障害（後遺障害、死亡を含
みます。以下同様としま
す。）を被り、法定外補償
規定等に基づき被保険者
が災害補償金の支払責任
を負った場合に、その法
定外補償規定等に定めら
れる災害補償金の支払責
任額に基づいて設定され
たこの保険の支払限度額
の範囲内で、政府労災保
険等の決定に従い、保険
金をお支払いします。
（注）通勤途上の災害につ

いては「通勤災害補
償特約」をセットし
た場合のみ保険金
をお支払いします。

次の保険金について、ご契約の内容に基づきお支払いします。
※業務上・業務外の災害、通勤途上の災害、後遺障害等級、休業日数等
　の認定については、政府労災保険等の認定に従います。
（１）死亡に対する法定外補償保険金

被用者が死亡した場合にお支払いする保険金です。
（２）後遺障害に対する法定外補償保険金

被用者が後遺障害（政府労災保険の第1級～第14級）を
被った場合にお支払いする保険金です。

（３）休業に対する法定外補償保険金
被用者が負傷により休業し、賃金の支払いを受けられない場
合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の支払いを受け
られない日の第4日目以降が対象で1,092日分（特約をセッ
トすることにより日数を変更することも可能です。）を限度
とします。

（４）災害付帯費用保険金（災害付帯費用補償特約をセットした場合
　　のみ保険金をお支払いします。）
上記の死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害（政府労災
保険の第1級～第7級）に対する法定外補償保険金を支払っ
た場合に、被保険者が負担する香典、葬儀費用等の支出を
余儀なくされた費用を、支払限度額まで実費でお支払いし
ます。

（５）退職者加算保険金（退職者加算特約をセットした場合のみ保険金
　   をお支払いします。）
被用者が法定外補償金のうち後遺障害に対する法定外補償
保険金が支払われる障害を被り、その直接の結果として障害
を被ってから3年以内に退職した場合に、この特約の支払
限度額の範囲内で、法定外補償保険金に加算してお支払い
する保険金です。　

＊なお、お支払いする保険金の額は、法定外補償規定等に基づく災害
補償金の支払責任額を上限として、この保険の支払限度額の範囲内
でお支払いします。被保険者が保険金の全部または一部を被用者に
対して支払わなかった場合にはその部分は引受保険会社にご返還
いただくこととなります。

業務上の災害による被
用者の身体の障害につ
き、被保険者が法律上の
損害賠償責任を負った
場合に、被保険者が負
担する法律上の損害賠
償金および賠償問題解
決のために要した費用
について、保険金をお支
払いします。ただし、損
害賠償金についてはこ
の保険の支払限度額の
範囲内で保険金をお支
払いします。

（１）被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金
①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労
災保険等および企業の法定外補償制度による給付の超
過額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換
算します。

②慰謝料
　法律上の損害賠償責任による慰謝料をお支払いします。
　政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっておりま
せん。政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保
険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が
対象になります。

（２）賠償問題解決のために要した費用（注）
法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担す
る以下の費用をお支払いします。
①訴訟や調停となった場合に要する費用
　（弁護士報酬を含みます。）
②示談交渉に要した費用
③解決協力費用
④求償権保全に要した費用

（注）上記①、②の費用については、事前に引受保険会社の書面に
よる同意を必要とします。

　　なお、被保険者が、被用者またはその遺族に対して支払わな
ければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、
被用者に生じた損害の額、および被保険者の過失割合等に
よって決まります。

補
償
全
体

●被災従業員またはその遺族に支払う
　べき損害賠償金（死亡や後遺障害に
　よる逸失利益、休業損失、慰謝料など）
●賠償問題解決のために要した費用

●死亡に対する法定外補償保険金
●後遺障害に対する法定外補償保険金
●休業に対する法定外補償保険金

従業員が業務上または通勤
途上の災害によって身体に
障害を被ったことにより政府
労災保険等の上乗せ補償金
の支払責任を負ったとき

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

＊上記は普通保険約款で定めたものであり、これ以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義は普通保険約款および特約の
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。

①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約が
ある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がな
ければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用

②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親
族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用

（２）労働基準法第76条第１項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最
初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。

（３）労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被
保険者が負担する金額については保険金を支払いません。　    　　　　　   等

（１）次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。

①被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被っ
た身体の障害

②被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害

（注１）法令に定められた運転資格……運転する地における法令によるものをいいます。
（注２）酒気を帯びた状態……道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第1項に

定める酒気を帯びた状態をいいます。

③被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害　  　  等

ア．法令に定められた運転資格（注１）を持たないで自動車等を運転している間
イ．酒気を帯びた状態（注２）で自動車等を運転している間
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができな
いおそれがある状態で自動車等を運転している間

（１）次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。

（２）労働基準法第76条第１項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の
3日までの休業に対して被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによっ
て被る損害については、保険金を支払いません。
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①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病（注６）による身体の障害　　　　　　　　　　　　　　 等
（注１）身体の障害……これらの事由がなければ発生または拡大しな

かった身体の障害を含みます。
（注２）保険契約者もしくは被保険者……保険契約者または被保険者が

法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行す
るその他の機関をいいます。

（注３）暴動……群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または
一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態
と認められる状態をいいます。

（注４）核燃料物質……使用済燃料を含みます。
（注５）核燃料物質によって汚染された物……原子核分裂生成物を含みます。
（注６）職業性疾病……労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾

病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、
その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発
病したことが明白なものをいいます。
（例）粉じんによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイ

ピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による
「中毒」・アスベストによる「中皮腫」

①保険契約者もしくは被保険者（注２）またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（注３）

④核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）の
放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性

（１）次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害（注１）に
ついては、保険金を支払いません。

（２）次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。

法定外補償条項および使用者賠償責任条項共通



補償イメージ全体図
政府労災保険の対象となる従
業員の労働災害について、被災
従業員または遺族からの損害
賠償請求を受け、貴社が法律上
の損害賠償責任を負ったとき

死亡  後遺障害1級 後遺障害14級  休業

政府労災保険等政府労災保険等

法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険法定外労災保険
（業務上災害、通勤災害）（休業損害）

使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険
（単独での加入もできます）

被保険者（保険契約によ
り補償を受けられる方を
いいます。以下同様とし
ます。）の被用者（被保険
者の従業員等で加入者証
に記載された方をいいま
す。以下同様とします。）
が業務上または通勤途上
の災害（注）によって身体に
障害（後遺障害、死亡を含
みます。以下同様としま
す。）を被り、法定外補償
規定等に基づき被保険者
が災害補償金の支払責任
を負った場合に、その法
定外補償規定等に定めら
れる災害補償金の支払責
任額に基づいて設定され
たこの保険の支払限度額
の範囲内で、政府労災保
険等の決定に従い、保険
金をお支払いします。
（注）通勤途上の災害につ

いては「通勤災害補
償特約」をセットし
た場合のみ保険金
をお支払いします。

次の保険金について、ご契約の内容に基づきお支払いします。
※業務上・業務外の災害、通勤途上の災害、後遺障害等級、休業日数等
　の認定については、政府労災保険等の認定に従います。
（１）死亡に対する法定外補償保険金

被用者が死亡した場合にお支払いする保険金です。
（２）後遺障害に対する法定外補償保険金

被用者が後遺障害（政府労災保険の第1級～第14級）を
被った場合にお支払いする保険金です。

（３）休業に対する法定外補償保険金
被用者が負傷により休業し、賃金の支払いを受けられない場
合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の支払いを受け
られない日の第4日目以降が対象で1,092日分（特約をセッ
トすることにより日数を変更することも可能です。）を限度
とします。

（４）災害付帯費用保険金（災害付帯費用補償特約をセットした場合
　　のみ保険金をお支払いします。）
上記の死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害（政府労災
保険の第1級～第7級）に対する法定外補償保険金を支払っ
た場合に、被保険者が負担する香典、葬儀費用等の支出を
余儀なくされた費用を、支払限度額まで実費でお支払いし
ます。

（５）退職者加算保険金（退職者加算特約をセットした場合のみ保険金
　   をお支払いします。）
被用者が法定外補償金のうち後遺障害に対する法定外補償
保険金が支払われる障害を被り、その直接の結果として障害
を被ってから3年以内に退職した場合に、この特約の支払
限度額の範囲内で、法定外補償保険金に加算してお支払い
する保険金です。　

＊なお、お支払いする保険金の額は、法定外補償規定等に基づく災害
補償金の支払責任額を上限として、この保険の支払限度額の範囲内
でお支払いします。被保険者が保険金の全部または一部を被用者に
対して支払わなかった場合にはその部分は引受保険会社にご返還
いただくこととなります。

業務上の災害による被
用者の身体の障害につ
き、被保険者が法律上の
損害賠償責任を負った
場合に、被保険者が負
担する法律上の損害賠
償金および賠償問題解
決のために要した費用
について、保険金をお支
払いします。ただし、損
害賠償金についてはこ
の保険の支払限度額の
範囲内で保険金をお支
払いします。

（１）被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金
①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労
災保険等および企業の法定外補償制度による給付の超
過額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換
算します。

②慰謝料
　法律上の損害賠償責任による慰謝料をお支払いします。
　政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっておりま
せん。政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保
険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が
対象になります。

（２）賠償問題解決のために要した費用（注）
法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担す
る以下の費用をお支払いします。
①訴訟や調停となった場合に要する費用
　（弁護士報酬を含みます。）
②示談交渉に要した費用
③解決協力費用
④求償権保全に要した費用

（注）上記①、②の費用については、事前に引受保険会社の書面に
よる同意を必要とします。

　　なお、被保険者が、被用者またはその遺族に対して支払わな
ければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、
被用者に生じた損害の額、および被保険者の過失割合等に
よって決まります。

補
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体

●被災従業員またはその遺族に支払う
　べき損害賠償金（死亡や後遺障害に
　よる逸失利益、休業損失、慰謝料など）
●賠償問題解決のために要した費用

●死亡に対する法定外補償保険金
●後遺障害に対する法定外補償保険金
●休業に対する法定外補償保険金

従業員が業務上または通勤
途上の災害によって身体に
障害を被ったことにより政府
労災保険等の上乗せ補償金
の支払責任を負ったとき

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

＊上記は普通保険約款で定めたものであり、これ以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義は普通保険約款および特約の
「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。

①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約が
ある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がな
ければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用

②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親
族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用

（２）労働基準法第76条第１項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最
初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。

（３）労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被
保険者が負担する金額については保険金を支払いません。　    　　　　　   等

（１）次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。

①被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被っ
た身体の障害

②被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害

（注１）法令に定められた運転資格……運転する地における法令によるものをいいます。
（注２）酒気を帯びた状態……道路交通法第65条（酒気帯び運転等の禁止）第1項に

定める酒気を帯びた状態をいいます。

③被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害　  　  等

ア．法令に定められた運転資格（注１）を持たないで自動車等を運転している間
イ．酒気を帯びた状態（注２）で自動車等を運転している間
ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができな
いおそれがある状態で自動車等を運転している間

（１）次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。

（２）労働基準法第76条第１項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の
3日までの休業に対して被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによっ
て被る損害については、保険金を支払いません。
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①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病（注６）による身体の障害　　　　　　　　　　　　　　 等
（注１）身体の障害……これらの事由がなければ発生または拡大しな

かった身体の障害を含みます。
（注２）保険契約者もしくは被保険者……保険契約者または被保険者が

法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行す
るその他の機関をいいます。

（注３）暴動……群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または
一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態
と認められる状態をいいます。

（注４）核燃料物質……使用済燃料を含みます。
（注５）核燃料物質によって汚染された物……原子核分裂生成物を含みます。
（注６）職業性疾病……労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾

病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、
その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発
病したことが明白なものをいいます。
（例）粉じんによる「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイ

ピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による
「中毒」・アスベストによる「中皮腫」

①保険契約者もしくは被保険者（注２）またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動（注３）

④核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）の
放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性

（１）次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害（注１）に
ついては、保険金を支払いません。

（２）次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。

法定外補償条項および使用者賠償責任条項共通
法定外労災保険法定外労災保険

使用者賠償責任保険使用者賠償責任保険

加入パターン

支払限度額（被用者1名につき）

支払限度額（1事故につき）

C D E

使用者賠償責任は法定外補償の上乗せ保険となります。

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

法定外補償（業務上災害、通勤災害）

２級
３級
４級
５級
６級
７級
８級
９級
１０級
１１級
１２級
１３級
１４級

3,000万円
3,000万円
2,400万円
2,100万円
1,500万円
1,200万円
900万円
600万円
300万円
150万円
90万円
60万円
30万円
3,000円

2,000万円
2,000万円
1,600万円
1,400万円
1,000万円
800万円
600万円
400万円
200万円
100万円
60万円
40万円
20万円
2,000円

1,000万円
1,000万円
800万円
700万円
500万円
400万円
300万円
200万円
100万円
50万円
30万円
20万円
10万円
1,000円

（例）業種コード94（その他各種事業）の場合 

1名あたりの年間合計保険料 7,240円 5,320円 3,450円
使用者賠償部分保険料
法定外補償部分保険料

1,250円
5,990円

1,450円
2,000円

＊保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料を遅滞なく引受保険会社までご提出いただきます。確定した賃金総額・
平均被用者数・請負金額に基づき算出した保険料と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
ただし、「保険料確定特約」がセットされたご契約は除きます。

◎使用者賠償責任保険のみに加入（法定外補償規定等がない場合）

◎使用者賠償責任保険と法定外労災保険に加入

『労働災害総合保険』加入パターン

内訳
1,320円
4,000円

1名あたりの年間合計保険料 2,180円 2,130円

加入パターン

支払限度額（被用者1名につき）

支払限度額（1事故につき）

A B

1億円

2億円

1億円

1億円

死亡に対する法定外補償保険金
後遺障害に対する法定外補償保険金

１級

休業に対する法定外補償保険金 １日につき

3,000万円 2,000万円 1,000万円

3,000万円 2,000万円 1,000万円



加入要領

加入資格
団体労働災害総合保険をご契約いただくには、加入資格者は以下の事業主であることが条件です。
★一般社団法人 情報サービス産業協会を構成する事業主

ご加入方法
・同封の見積依頼書に必要事項を記入のうえ平成27年1月20日までに取扱代理店にFAX（03-6214-1123）でお送りください。
　保険料を試算のうえお見積書および請求書をお送りいたします。
・中途加入は毎月20日までに取扱代理店でお手続きください。補償期間は翌月１日より平成28年2月1日までとなります。

加入者証
・ご加入いただいた会員には、加入の証として加入者証を後日協会よりお送りいたします。加入者証は、内容をご確認のう
え、大切に保管ください。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
・ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、あらかじめ（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく）取扱代理店また
は引受保険会社までご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
　◇加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険
会社までご通知ください。
　◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
　◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合

●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特約をご確認ください。
　また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

（取扱代理店）
一般社団法人 情報サービス産業協会 （担当：赤尾）　
〒104-0028  東京都中央区八重洲2-8-1  日東紡ビル9F
Tel.03-6214-1121　 Fax.03-6214-1123
e-mail:sonpo＠jisa.or.jp

（引受保険会社）
三井住友海上火災保険株式会社
公務部  東京公務室　　
〒101-8011  東京都千代田区神田駿河台3-11-1
Tel.03-3259-7593

お問合せ先

●ご加入後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または引受保険会社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた
損害については保険金をお支払いできないことがあります。（詳細は普通保険約款および特約の通知義務に関する規定をご参照ください。）
　・法定外補償規定等の変更があった場合　・他の保険会社と同様の損害を補償する保険契約を締結するとき

ご 注 意

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS＆ADイン
シュアランスグループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため
に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
　損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
　自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認め
られる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金
の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害
保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険
引受会社に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、
三井住友海上ホームページ（http://www.ms-ins.com）をご覧ください。
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